
３月１日から７日は春季全国火災予防運動週間　

冬から春は火事が発生しやすい季節です

Information　熊野市消防本部

野外での火気使用は細心の注意を

林野火災警報・注意報の運用を開始しています
　令和７年２月 26 日に岩手県大船渡市に
おいて発生した大規模な山林火災を受け
て、令和８年１月１日から林野火災の予防
を目的とした「林野火災警報・注意報」の
運用が始まっています。

◆警報・注意報発令時の使用制限
◎山林・原野などで火入れをしないこと
◎煙火を消費しないこと
◎屋外での火遊びやたき火をしないこと
◎屋外において危険物や可燃物などの付近
　で喫煙をしないこと
◎山林、原野などで喫煙をしないこと
◎残火、取灰または火の粉を始末すること

※林野火災警報・注意報が発令された場合
　は、町ホームページや防災無線などで、
　周知および広報を行います。

◆いのちを守る　10 のポイント
❶ 寝たばこは絶対しない、させない
❷ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
❸ �ガスコンロなどを使うときは火のそばから離 

れない
❹ �コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラ

グは抜く
❺ �ストーブやガスコンロなどは安全装置の付い 

た機器を使用する
❻ �住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を 

目安に交換する
❼ �部屋を整理整頓し、衣類やカーテンなどは防

炎物品を使用する
❽ �消火器を設置し、使い方を確認しておく
❾ �避難経路を確保し、避難方法を確認しておく
� �地域の防災訓練などへ参加し、地域ぐるみの

防火対策を行う
▶詳しくは、熊野市消防本部予防課（☎０５９７ー
８９ー０９９４） または紀宝分署（☎３２ー
４５４５）までお問い合わせください。

　例年、住宅火災で亡くなった方の原因の約半数
は、病気やけがなどで体が不自由であったり、熟
睡していて気づくのが遅れたりすることによる

「逃げ遅れ」です。また、住宅火災で亡くなった
方の大半を 65 歳以上の高齢者が占めています。
　火災が発生した際、警報音でいち早く知らせて
くれる住宅用火災警報器を設置することで、早期
発見につながり、逃げ遅れを防ぎ、大切な命を守
ることができます。
　また、住宅用火災警報器の設置は義務化され
ています。自分自身や家族の命を火災から守る
ためにも、まだ設置していないご家庭は、早急に
住宅用火災警報器を設置しましょう。

◆設置箇所
　設置が義務化されているのは
◎すべての寝室
◎階段（１階以外に寝室がある場合）
　台所は設置の義務はありませんが、火災の早期
発見につながるため、設置しておきましょう。

◆林野火災警報・注意報の発令基準
林野火災注意報 林野火災警報

発令基準
合計降水量と乾
燥注意報をもと
に発令

「林野火災注意報」
の発令および強
風注意報が発表
されたら発令

規制内容 火気の使用を制限
※努力義務 火気の使用を禁止

罰則 なし あり
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【補助額】
雨水タンクの購入および設置費の１/ ２を補助

（1,000 円未満は切り捨て）
※上限 30,000 円
※１世帯につき１回のみ
【対象者】
・居住する住宅が紀宝町内にあり、その住宅に雨

水タンクを設置した方
・町税の滞納がない方
【募集件数】10 件程度（先着順）　

【対象となるタンク】
・100 リットル以上の容量で、自宅の雨どいに

接続され、地上据え置き型のもの
・商品として一般的に流通しているもの
【申請方法】　
　住宅の位置図、領収書および内訳明細書の写し、
雨水タンクの配置図および設置後の写真を持参の
うえ、役場環境衛生課窓口へ申請してください。
▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）
までお問い合わせください。

雨水タンクの設置費用を補助しています
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